






















【適時開示体制】

重要事実（決定事実、発生事実） 決算情報

■決定事実、発生事実の場合

関係部署責任者
経理部長

（営業本部、生産本部、
企画部、経理部、総務部）

開示資料作成

（報告） （報告） （報告）

情報開示担当役員（専務取締役）

（関係会社）

（報告） （報告） （報告）

代表取締役社長

■発生事実の場合 ■決定事実の場合 ■決算情報の場合

（開示） （開示） （開示）

情報開示（証券取引所（ＴＤnet）・金融庁・報道機関・ホームページ等）

情報開示担当役員（専務取締役）

（議案上程） （議案上程）

（指示） （指示）

取締役会

（議案上程）

（指示）

取締役会

（指示）


